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新型コロナウィルス感染症の影響で保険料及び一部負担金が 

払えなくなった場合に対する対応についての緊急要望書 
 

 

【羽曳野市 回答】 

 

① 新型コロナウィルス感染症に感染した被用者への傷病手当金給付の条例化を急ぐとともに、対象を被用者以外に

も広げ、内容を住民に周知し、手続きも簡易にし感染防止のため窓口に行かなくてもできるようにすること。 

 

    社会保険の制度にあわせて、国民健康保険加入者で、サラリーマン等の給与収入のある「被用者」を対象として

います。本市におきましては既に整備済となっています。また、手続については、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止のため郵送での対応を可能としています。 

 

 

② 新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対しての保険料減免を直ちに行えるように条例

整備をするとともに、納付書発送時に周知し申請書も同封し、感染防止のため窓口に行かなくてもできるようにする

こと。 

 

    保険料減免に関する条例は整備済となっています。納付書に同封するチラシ等で、被保険者の方に周知する予

定をしています。また、手続については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため郵送での対応を可能

としています。 

 

 

③ 納付困難な保険料については納付の猶予・換価の猶予を周知し、滞納処分の停止を行うこと。 

 

    納付困難な保険料がある被保険者に対しては、日々の窓口相談に加え、定期的な休日窓口相談、夜間窓口相

談を行うなど、事情を聴取する機会に努め、分納計画を設定するなど、被保険者の状況に応じて、きめ細かい対

応を図っているところです。 

 

 

④ 違法な滞納処分は直ちに中止し、財産を奪い生活を困窮させる事態を作らないこと。 

 

    国税徴収法や、過去判例にも照らし合わせて、適正に滞納整理をおこなっています。 

 

 

⑤ ②の保険料減免の対象者は一部負担金減免も同時に使えるようにすると同時に、周知徹底し、手続きも簡易にし

窓口に行かなくても申請できるようにすること。 

 

    一部負担金減免の基準と保険料減免の基準は異なるため、必ず同時に適用できるとはなりませんが、それぞれ

の基準に該当すれば、同時に適用されることもあります。また、手続については、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止のため郵送での対応を可能としています。 
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